
平成29年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置の状況一覧

岩手県総務部行政経営推進課
令和2年12月31日時点

特定のテーマ：県税・使用料・手数料の賦課・算定・徴収に係る財産事務の執行・管理について

１　監査の結果（指摘）関連

区分 措置内容

1 ■法人申告書の誤びゅう訂正の決定について（法人三税）【県税】
　法人申告書に誤びゅうが発見された場合には、直ちに納税者に訂正させるか、
または岩手県県税事務処理要綱に従い誤びゅう訂正の決定を行うこととしている
が、これに従っていない事案が散見された。
　事務処理要綱に従い、納税者に訂正させるか、訂正決定書により誤びゅう訂正
の決定を行う必要がある。

総務部 措置済 平成30年３月23日に開催した広域振興局等県税
部長等会議において、指摘内容を説明の上、再
発防止を徹底した。なお、指摘対象公所におい
ては、事務処理要領による手続きに従い、誤
びゅう訂正の決定を行っている。

2 ■事務処理要綱の改訂について（法人三税）【県税】
　事務処理要綱その他に、法人申告書の訂正が必要となる誤びゅうの程度につい
て判断基準が明示されていないため、同一の誤びゅうにもかかわらず、担当者の
判断により、誤びゅう訂正に係る事務処理が異なっていた。
　訂正決定書を省略できる誤びゅうの事項等を整理し、事務処理要綱の改訂を行
う必要がある。

総務部 措置済 岩手県県税事務処理要綱を平成30年９月５日付
けで改正の上、誤びゅうの程度を「納付すべき
税額に影響を及ぼすもの」と「納付すべき税額
に影響を及ぼさないもので明らかに誤りと判断
できるもの」に分類、整理し、担当者の判断に
より、誤びゅう訂正に係る事務処理が異ならな
いよう措置した。
また、これについて、同日付けで各広域振興局
長等に対して適切な事務処理を行うよう通知し
た。

3 ■訂正方法について（法人三税）【県税】
　事務処理要綱において、申告書を訂正する場合には、申告書の当該欄を訂正し
て担当者の押印をするとともに余白にその旨を記載することとされているが、事
務処理要綱に従っていない事案が散見された。
　訂正が適切になされていることを、事後的に確認する意味においても、申告書
の訂正は、事務処理要綱に記載されている訂正方法により、訂正する必要があ
る。

総務部 措置済 岩手県県税事務処理要綱を平成30年９月５日付
けで改正の上、申告書の訂正方法について、
「納付すべき税額に影響を及ぼすもの」と「納
付すべき税額に影響を及ぼさないもので明らか
に誤りと判断できるもの」に分類、整理し、そ
れぞれの訂正方法について明記した。
また、これについて、同日付けで各広域振興局
長等に対して適切な事務処理を行うよう通知し
た。

4 ■押印漏れについて（法人三税）【県税】
　申告書の関与税理士の署名押印欄に押印の漏れているものがあった。
　事務処理要綱に従って、押印漏れ等がないように、申告書の精査検算を行うと
ともに、納税者等に記載事項の徹底について指導する必要がある。

総務部 措置済 平成30年３月23日に開催した広域振興局等県税
部長等会議において、指摘内容を説明の上、再
発防止を徹底した。なお、指摘対象公所におい
ては、その都度、納税者等に記載事項の徹底に
ついて指導している。

5 ■調査の進捗管理について（法人三税）【県税】
　所得金額等の申告内容が国税データと一致していない場合はその不符合内容を
確認することとなるが、確認調査の進捗管理が適切になされていない事案があっ
た。
　各種調査を行うにあたっては、処理漏れなどが発生しないように、進捗管理方
法を検討し、適切に進捗管理を行う必要がある。

総務部 措置済 　平成30年３月23日に開催した広域振興局等県
税部長等会議において、指摘内容を説明の上、
再発防止を徹底した。なお、指摘対象公所にお
いては、不一致の原因を究明、確認し、是認又
は必要に応じて更正処理を行っている。
　また、「未処理法人管理表」を作成し、不符
合や修正申告等による是認未了のものについて
個別に管理を行うとともに、処理状況件数につ
いては毎月初旬に課長及び総括主査が確認する
など、適切な進捗管理を行っている。

6 ■課税免除の承認遅延について（自動車税）【県税】
　課税免除に関して、身体障害者等の利用に係る課税免除申請書が提出されてい
るにもかかわらず、承認の決裁が遅延しているものが散見された。申請者からの
問い合わせがあるまでは、承認決裁が遅延する状況となっていた。
　申請書について、遅滞なく承認決裁されるよう取り組む必要がある。

総務部 措置済 平成30年３月23日に開催した広域振興局等県税
部長等会議において、指摘内容を説明の上、再
発防止を徹底した。なお、指摘対象公所におい
ては、年度当初に集中する自動車税の課税免除
事務に対応できるよう、担当課内で業務支援体
制を構築し、速やかに課税免除承認を行ってい
る。

7 ■課税捕そく調査結果の報告について（不動産取得税）【県税】
　調査結果の報告では、「錯誤登記等に係る所有権移転確認調査」を実施してい
るにもかかわらず、誤認により当該調査件数がゼロ件となっていた。
　調査結果については、正確に報告する必要がある。

総務部 措置済 平成30年３月23日に開催した広域振興局等県税
部長等会議において、指摘内容を説明の上、再
発防止を徹底した。なお、指摘対象公所におい
ては、総括主査及び所属長による二重チェック
体制とし、調査の態様ごとに正確に数値を記載
の上、報告している。

8 ■県営住宅システムに関する指定管理者との間の「システム管理要領」につい
て【県営住宅使用料】
　県と指定管理者の間で、「県営住宅等指定管理者業務仕様書」に規定されるシ
ステム管理要領が定められていない。
　県営住宅管理システムは、個人情報を多く取り扱うシステムでもあり、県と指
定管理者の間でシステムを管理する手法、手順、遵守事項等を明確に記載したシ
ステム管理要領を定めることが必要である。

県土整備部 措置済 　県営住宅管理システムに関する指定管理者と
の「県営住宅管理システム管理要領」を定め、
適正な事務の執行を図ることとした。

9 ■操作カード管理者及びオンライン担当者の通知について【県営住宅使用料】
　「県営住宅管理システム処理要領」において、建築住宅課を除く端末設置機関
の長は、操作カード管理者及びオンライン担当者として指名した者の職及び氏名
を速やかに建築住宅課総括課長に通知するものとされているが、当該通知がなさ
れていない。
　県営住宅管理システムを使用する者の特定、及び建築住宅課で利用者等を一括
的に把握することで県営住宅管理システムを使用することに関する責任の所在を
明確にすることは重要であるため、通知を行わなければならない。

県土整備部 措置済 「県営住宅管理システム処理要領」の見直しと
改正を行うとともに、操作カード管理者及びオ
ンライン担当者として指名した者の通知につい
ては、速やかに行うよう関係機関の長に通知の
上徹底し、適正な事務の執行を図ることとし
た。

10 ■減免割合の適用誤りについて【県営住宅使用料】
　本来の減免割合が70％であったものが、90％の減免割合として家賃の収納等を
行った事案があった。
　県営住宅家賃減免承認申請書と添付書類の確認を徹底することが必要である。

県土整備部 措置済 　減免割合の誤りについては、既に是正してい
るところであるが、県営住宅家賃の減免に当
たっては、県営住宅家賃減免承認申請書と添付
書類の確認について、複数の職員によりチェッ
クを行うよう関係機関の長に通知の上徹底し、
適正な事務の執行を図ることとした。

№ 指摘等事項 所管部局
措置の状況（令和２年12月31日時点）
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区分 措置内容
№ 指摘等事項 所管部局

措置の状況（令和２年12月31日時点）

11 ■現金による家賃の収納について【県営住宅使用料】
　現金での直接収納の場合は、原則として現金を受け取った日に銀行口座に入金
することとなっている。ただし実務上、現金を受け取った日に銀行口座に入金す
ることは困難であるため、「県営住宅家賃等に係る直接収納事務取扱要領」によ
り、現金を受け取った日に夜間金庫に預け入れることとなっている。
　平成28年度において、現金での県営住宅使用料の支払いを受けた際に当日中に
夜間金庫に預け入れずに盛岡広域振興局土木内で現金が保管され、翌営業日に銀
行口座に預け入れたケースがあった。当日中に夜間金庫に預け入れる必要があ
る。

県土整備部 措置済 　現金を受け取った日に銀行口座への入金が困
難な場合は、「県営住宅家賃等に係る直接収納
事務取扱要領」に基づき、受け取った日に、夜
間金庫に預け入れるよう関係機関の長に通知の
上徹底し、適正な現金収納事務の確保を図るこ
ととした。

12 ■入居請書の日付の不整合について【県営住宅使用料】
　平成28年度の新規入居者のうち、県営住宅入居請書の提出日付が、敷金支払日
及び連帯保証人の所得証明書および印鑑登録証明書の発行日より前の日付（入居
許可日と同日）で記載されていたものがあった。
　受付段階における書類の十分な確認とともに、書類作成前の段階においても入
居予定者に対する書類の内容・意義の十分な事前説明が望まれる。

県土整備部 措置済 　県営住宅入居請書の受理に当たっては、提出
書類や確認書類等全ての関係書類が整ったこと
を確認後に、入居請書の日付の記載誤りないか
十分にチェックし、入居予定者に対し書類の内
容・意義について十分な事前説明を行った上で
受付印を押印するよう関係機関の長に通知の上
徹底し、適正な事務の執行を図ることとした。

13 ■海外からの帰国者の所得証明書について【県営住宅使用料】
　新規入居者の収入認定が、配偶者の勤務先が発行した平成28年暦年の外貨建て
の「収入証明」に添付された日本語訳の「給与等支払証明書」によって行われて
いた。当該証明書の日本語訳については、その翻訳者、適用した外貨換算レート
等が明らかではなく、収入認定にあたっての検証過程等の記録も残されていな
い。
　先方から入手した外貨換算の情報等については、そのまま受け入れるべきもの
ではなく、その内容を検証し、事後的に確認できるように記録を残す必要があ
る。

県土整備部 措置済 　外国における収入を算定する必要がある場合
の取扱いについては、「県営住宅管理事務取扱
要領」を改正し、必要な書面と確認方法を明示
し、適正な事務の執行を図ることとした。

14 ■減免割合の設定方針の整理及び明確化について【いわて観光経済交流セン
ターに係る使用料】
　行政財産使用料条例には減免割合にかかる定めがないことから、県は、個別の
事情を勘案して減免割合を算出している。
　従来において減免割合の設定の考え方や根拠としてきた内容と、現状の認識と
の間に齟齬が生じている。減免割合の設定方針をあらためて整理し明文化すると
ともに、これに基づいて毎年度の使用料を決定した旨を起案文書に明示すること
が必要である。

商工労働観光部措置済 　減免割合の考え方の見直しを行い明文化し、
平成30年度分の使用料決定に関する起案文書に
明示する措置を講じたところであり、次年度以
降も同様の処理を継続し、適切に対応していく
こととした。

15 ■火薬類運搬証明書の記載事項の訂正について【火薬類運搬証明書交付手数
料】
　火薬類運搬証明書の交付にあたり、重要な記載事項である火薬類の数量、到達
場所について二重線を引き、公安委員会の訂正印を押印して訂正しているものが
あった。
　火薬類運搬証明書の素案について内容の確認・照合が必ず行われる仕組みを定
着させることが必要である。それでもなお交付時に証明書に誤りが発見されるよ
うな場合には、軽微な語句等の誤りを除き、再度回議し、専決すべきである。

警察本部 措置済 　平成30年２月27日に部内通知を発出し、「決
裁書類の確実な点検と訂正の徹底について」指
示したほか、指摘のあった盛岡東警察署では、
指摘後、作成者と決裁者が誤記載を防止するた
め、蛍光ペンを活用した照合など決裁書類を細
部まで点検することとした。

16 ■火薬類運搬届出書の日付の誤りについて【火薬類運搬証明書交付手数料】
　火薬類運搬届出書の日付に誤りがあることに気づいて署内で注意喚起したもの
の、証明書の交付時にそれを看過し、申請者からの訂正を受けなかったものが
あった。
　届出書の受付段階で看過しないようにするとともに、回議による注意喚起事項
については、伝達方法を統一する等、確実に書類に反映される仕組みを構築すべ
きである。

警察本部 措置済 　平成30年２月27日に部内通知を発出し、「決
裁書類の確実な点検と訂正の徹底について」指
示したほか、指摘のあった盛岡東警察署では、
訂正箇所に訂正内容を記載した付箋を添付し担
当者への伝達を徹底するとともに、担当者に対
しては、確実な訂正の徹底について個別指導を
実施した。

２　監査の結果に添えて提出する意見関連

区分 措置内容

1 ■本庁と出先機関の連携について【県税】
　税務業務については特にその専門性や、県全体で業務の統一的な水準を維持す
る必要性が高いことから、出先機関における業務運営や進捗管理には、広域振興
局の上位者とともに総務部税務課も関与する必要があると考える。

総務部 措置済 　総務部税務課では、毎年度、県税事務運営方
針を定め、各広域振興局県税部門に対して示し
ているところである。併せて、業務の統一的な
水準を維持するため、研修計画を策定し、税務
業務に携わる職員の専門性の研鑽や各業務の内
容確認をしているところでもある。
　また、毎年度、税務業務に係る管理、課税、
納税それぞれの部門の会議を開催するなどによ
り、権限内で各広域振興局県税部門の運営・進
捗状況などの随時情報交換をし、関与している
ところである。

2 ■使用料及び手数料の改定検討について【共通】
　使用料及び手数料等（諸収入を含む）について、県は毎年度、改定の検討を実
施している。平成28年度の改定状況は、使用料及び手数料等の見直し対象263件
について検討を行った結果、改定したものが4件、新規または一部新規のものが8
件となった。
　前回の改定から2年以上経過しているものは全て改定検討の対象となっている
が、一歩進めて、5年なり10年の基準を定めた上で、長期間改定されていない場
合は計算要素の点検を含めてより詳細な検討を行うことが必要と考える。

総務部 措置済 　平成31年度使用料・手数料等の改定検討にあ
たり、前回改定年月日から10年以上が経過して
いるものについて、単価設定の積算方法及び積
算根拠がわかる書類等により、計算要素の点検
を実施した。

3 ■減免額について（使用料及び手数料）【共通】
　減免実施額は歳入額・歳出額とはならず決算額に反映されないため、通常の業
務の中では認識されない場合もある。ただし、使用料及び手数料は受益者負担の
原則に基づくものであって徴収するのが原則であり、減免は例外的措置であるこ
とからすると、支出を伴わないもののコストとして捉える必要があると考えられ
る。
　使用料及び手数料の改定検討の際には減免措置の見直しを行うべきものも検討
の対象となっている。減免を行うことでどのような目的を達成しようとしている
のか、その目的が実際に達成されているのかを念頭におきながら検討することが
望ましい。

総務部 措置済  平成31年度使用料・手数料等の改定検討にあ
たり、受益者負担の考え方や公平性・公正性の
観点から、使用料等の減免はあくまで例外的措
置であることに留意し、減免を実施する目的や
その達成状況を確認の上、減免措置の見直しを
検討するよう通知した。

措置の状況（令和２年12月31日時点）
№ 指摘等事項 所管部局
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区分 措置内容
№ 指摘等事項 所管部局

措置の状況（令和２年12月31日時点）

4 ■減免割合の目安について（使用料及び手数料）【使用料】
　岩手県行政財産使用料条例には、減免割合についての定めはない。行政財産の
使用許可に基づく使用料は、「【意見２】使用料及び手数料の改定検討につい
て」で記載した改定検討の対象外となっている。行政財産のうち県庁舎と地区合
同庁舎の使用許可については管財課より使用許可の対象者及び要件、使用料の徴
収範囲等とともに減免割合の目安を示す文書が発出されている。
　県の説明責任を果たす上で、県庁舎、地区合同庁舎以外の行政財産の使用許可
にあたり使用料の減免を行う際の減免割合について、県としての考え方を整理
し、各所管課でこれに準拠した算定とすることが望ましい。

総務部 措置済 　各部局財産主管室課の長に対し、所管する施
設の行政財産使用料の減免割合の考え方を整理
し、これに基づいて毎年度の使用料を算出する
など、包括外部監査意見の趣旨を踏まえ適切に
対応するよう通知した。
　併せて、減免を行おうとする場合には、管財
課合議の際に根拠資料を添付するよう通知し
た。

5 ■定期的なログ履歴のモニタリングについて【県税】
　税務総合オンラインシステムにおいては、管理機能としてモニタリングが実施
されていない。情報管理においては、万が一情報漏洩等が発生した場合に、でき
るだけ早期にその兆候を掴めるようなモニタリングを併せて実施することが重要
である。
　2019年度を目途に新システムへの移行が予定されているが、これを契機に、定
期的な利用者のログ履歴のモニタリングを実施できるよう、実施方法等を検討す
ることが望ましい。

総務部 措置済  利用者のログ履歴のモニタリングについて
は、通常時間帯以外の利用状況などについて、
定期的に確認する仕組みを講じた。

6 ■除却決定に至るまでの過程について（法人三税）【県税】
　実態がない等の理由により、登録法人から取り除くことを除却というが、除却
決定にあたり未申告法人調査を積極的に行うべきであった事例が発見された。
　除却決定に至るまでには、電話による申告しょうようを行うことや、実態把握
のための現地調査を行うなど、未申告法人調査をより積極的に行う必要があると
考える。

総務部 措置済 　未申告法人の実態確認調査は、税務署及び管
内各市町と分担し相互に情報交換しながら実施
しており、事案によっては電話による聞き取り
及び実地調査のうえ除却決定している。

7 ■免税証の在庫管理について（軽油引取税）【県税】
　有効期限やリットル数を印字する前の段階の免税証の在庫管理について、実績
からみて所要見込みが過大であり、過剰な在庫を抱えている。
　免税証を使用しないことによる在庫の大量廃棄処分となることのないように、
免税証の在庫管理を適切に行う必要がある。

総務部 措置済 　免税措置期間の延長を見込み、平成30年度使
用分も含めて免税証の所要枚数を積算していた
ため、年間の使用枚数に比べると在庫が過剰に
なっていたもの。
　既に免税証用紙の受払簿を作成し、在庫管理
を適切に行っている。

8 ■課税進行管理表による適切な進行管理について【県税】
　県南広域振興局県税部花巻県税センターにおいて作成している、税目ごとの各
種調査の実施時期や対象数等を示した課税進行管理表に、記載誤りがあった。
　課税進行管理表は、管理職が業務の進行管理を行うための基本的な資料であ
り、これを適切に作成するとともに、年度途中の振り返り時等において、異常な
数値の記載をそのままとすることのないよう留意する必要がある。

総務部 措置済 　調査済対象を精査し、正しい数値に置き換え
た。
　各項目に記載すべき数値を明示し、誤りが発
生しないようにした。

9 ■沿岸広域振興局の組織体系について【県税】
　内外を取り巻く環境に柔軟に対応するためには、一層の組織的な対応と各担当
者の自己研鑽によるところが重要になるが、現在の職務体制では、各人がそこま
での時間を確保することは難しいと考えられる。将来的な、課税・納税事務の執
行体制について、再検討が望まれる。

総務部 措置済 　県税に精通した職員の育成のため、OJT、職
場研修及び県税務課が主催する集合研修などを
積極的に受講させて人材育成に努めているとこ
ろ。
　職員の配置や事務執行体制の構築について
は、あらためて関係部局と連携協議しながら取
り組んでいく。

10 ■法人事業税の税務調査の実施状況について【県税】
　税務調査の実施率が低いため、「県税事務運営方針」にある「適正かつ公平な
賦課徴収」が実施面において担保されているとは評価できない。
　税務調査は税務事務の基本であり、また、税務職員が経験や知識を習得する場
にもなる。税務調査実施率・実施件数の増加が望まれる。

総務部 措置済 　平成30年度法人二税事務執行計画の策定にあ
たっては、法人の形態別による税務調査の実施
を重点と定め、調査対象法人一覧を作成した上
で計画的に実施していくこととした。

11 ■減免申請の際の添付書類について
　平成28年度に減免が承認された申請書の中に、年間総収入見込額を証明する添
付書類を欠くものがあった。
　申請書の記載から金額の算定が可能ではあるものの、客観的に証明する証憑と
して添付書類の徴取を徹底することが望ましい。

県土整備部 措置済 　減免認定の際は、根拠資料の添付を徹底し、
必要書類が整っていることを複数の職員で
チェックを行うことを徹底するよう関係機関の
長に対し通知し、適正な事務の執行を図ること
とした。

12 ■同居の事実の確認について
　県は、同居について承認を得ようとするときには同居しようとする者の住民票
の写し、入居者との関係を証する書面他必要書類の提出を求めているが、承認
後、実際に同居しているかどうかを確認する手続は定めていない。
　同居の有無は、世帯収入の認定額、さらには県営住宅使用料の金額にも影響を
及ぼすことから、同居の事実があるかどうかについては適時適切に確認しておく
必要がある。同居の事実をどのように確認するかについて、事務の取り扱いを検
討することが望ましい。

県土整備部 措置済 　毎年収入申告書提出の案内の際に、同居関係
についても申請漏れがないか確認するよう入居
者に文書を送付し、申請漏れがないよう１年に
１度確認するよう関係機関の長に対し通知し、
適正な事務の執行を図ることとした。

13 ■同居承認申請の必要性の認知について
　同居の事実の発生から同居の承認まで相当期間経過している事案が存在した。
本事案の入居者は、収入のある者との婚姻であり、婚姻により世帯の収入は増加
しているため、同居開始後、速やかに家賃を引き上げる必要があったが、結果的
にそれができなかった。
　収入申告書の提出の遅れの原因が入居者の事務手続の遅れにある場合には、収
入申告書の提出日をさかのぼって家賃の改訂ができるようにするなど、家賃負担
の適正化が図れるようルールを見直す必要がある。

県土整備部 措置済 　要領を改正（H30.2.19)し、入居者の手続き
の遅延等により、不当な家賃が課されていた場
合等には、速やかに手続きを行うよう指導する
とともに、その悪意性に応じて、同居者の異動
時等の事案発生時点等に遡及して収入の再認定
ができることとした。

14 ■滞納整理事務のフォローについて
　訪問による納入指導において、不在となっているケースが多い。不在の場合は
電話をかけて接触を試みている事案もあるが、その後、フォローを行っている形
跡の見られない事案もある。
　不在の場合の後日のフォローの徹底と、その結果の沿岸広域振興局への報告の
徹底を求めることが望ましい。

県土整備部 措置済 　不在時の後日フォローと土木部への報告を徹
底するよう、指定管理者に通知した。
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区分 措置内容
№ 指摘等事項 所管部局

措置の状況（令和２年12月31日時点）

15 ■滞納事案の納入督促の基準について
　納入督促の基準は、滞納月4か月以上の滞納者に対しては、盛岡地区、二戸地
区以外の地区は、毎月1回以上の頻度で訪問を基本として行うとされている。現
在は月1回ないしそれ以上の対応となっているが、滞納整理事務として十分なも
のとなるよう、事案によってはよりきめ細かい対応を図る必要がある。

県土整備部 措置済 　納入督促員３名のうち、１名を平成30年度か
ら沿岸地区に配置することとし、これまで以上
にきめ細かな対応を行うこととした。

16 ■光熱水費の実績把握方法について【県庁舎使用料・地区合同庁舎使用料】
　使用料の年額の計算にあたり、所定の算出基準に従っていない。算出基準に
従った計算とするか、あるいは算出基準が実態と整合しないのであれば算出基準
の改定を図る必要がある。

総務部 措置済 　「行政財産の使用許可又は普通財産を貸付け
る場合の諸設備等経費算出基準について（昭和
47年管第34号総務部長通）」の通知を一部改正
し、前年度実績が算出できない場合の取扱いを
明記した。

17 ■光熱水費の実績把握計算期間について【いわて県民情報交流センター使用
料】
　使用料の年額の計算にあたり、所定の算出基準に従っていない。算出基準に
従った計算とするか、あるいは算出基準が実態と整合しないのであれば算出基準
の改定を図る必要がある。

環境生活部 措置済 　改正（H30.12.27）された「行政財産の使用
許可又は普通財産を貸付ける場合の諸設備等経
費算出基準について」に基づき、実績を把握で
きる直近の月から過去12か月の実績を前年度実
績とみなして使用料を算定することとした。

18 ■申請様式の統一について【薬局開設許可等手数料】
　医薬品販売業許可更新申請書について、適正な様式を使用している業者と、
誤った様式を使用している業者の両方がある。
　県は事務的には問題ないとして受理し、更新許可を出しているが、制度的には
正しいとは言えない。適正な様式を使用して申請が行われるように、ＨＰで掲載
するとともに、既存配置販売業の団体等とも協力し、周知徹底を図るべきであ
る。

保健福祉部 措置済 　業界団体である岩手県医薬品配置協議会に対
して、申請様式を交付するとともに、適正な様
式での手続の実施を依頼した。
　また、岩手県ホームページの様式ダウンロー
ドサービスに申請様式を掲載するほか、申請受
付窓口となる保健所に対しても適正な様式によ
る受付の実施について注意喚起を実施した。

19 ■手数料徴収の遅延について【家畜検査手数料】
　市町村は家畜検査手数料を家畜等の飼養者から徴収し、その後県の証紙を購入
して、申請書に貼付し、家畜保健衛生所に納付するが、納付の遅延があった。
　納付遅延が生じないように、各飼養者への事前の連絡を徹底するとともに、納
付遅延が生じた場合には、可能であれば、回収済の検査料だけでも先に納付する
等の手続を行い、できるだけ納付遅延額を減らす対応が求められる。

農林水産部 措置済 　納付遅延が生じないように、各飼養者への事
前の連絡を徹底した。

20 ■手数料納付書の添付書類について【家畜検査手数料】
　市町村が県に家畜検査手数料を納付する際に検査記録簿を添付しているが、そ
の正確性が検証しにくい状況である。
　検査手数料は、検査件数を基礎として計算されるため、検査現場で検査件数を
確定し、三者（家畜保健衛生所職員、市町村職員、家畜の飼養者）が押印やサイ
ン等で件数を確認した書類を検査手数料納付の証明資料として添付することの可
否を検討すべきである。

農林水産部 措置済 　検査現場で検査件数を確定し、三者（家畜保
健衛生所職員、市町村職員、家畜の飼養者）が
サイン等で確認できる様式を作成し、検査手数
料納付の証明資料として添付する対応を整え
た。

21 ■稼働率向上並びに増収策の検討について【駐車場使用料】
　内丸駐車場の利用台数が減少傾向にある。より一層の稼働率向上と利用料金収
入の増加を図るための方策を検討することが必要と考える。

県土整備部 措置済 　県ホームページ等を通じて内丸駐車場の広報
を実施しするとともに、平成31年度には機械設
備を更新し、駐車場利用者の利便性の向上を図
ることとした。

22 ■内丸駐車場の維持管理業務について【駐車場使用料】
　現在は利用料金精算機等を県が設置し、当該精算機の製造業者に維持管理業務
等を委託する形態であるため、県が設備投資を負担するとともに、維持管理業務
等の委託についても、設置時に選定した製造業者に対して随意契約により契約を
継続させている。
　今後利用料金精算機の更新投資も必要となることから、岩手医科大学附属病院
の移転後、内丸駐車場の需給動向が明確になった時点においては、民間事業者に
委ねる範囲を広げることも検討の余地がある。

県土整備部 措置済 　内丸駐車場は、一団地の官公庁施設地内にお
ける自動車の駐車需給に対応するため、盛岡市
が都市計画決定し県が設置したものであり、内
丸地区周辺の民間駐車場を補完する施設として
位置づけられていることから、駐車料金は周辺
民間駐車場の料金との均衡等を考慮し、民営圧
迫とならないよう条例で定めている。よって、
県が直接管理し駐車場を運営するもの。
　なお、平成31年度から、より経済的な管理を
行っていくため、機械設備の更新に係る契約方
法を変更し実施することとした。

23 ■ファックスによる減免申請書の取り扱いについて【港湾施設使用料】
　港湾施設使用料の減免申請書について、減免申請書の原本の提出を求める運用
を行っている。使用許可申請書についてはファックスによる提出が認められてお
り、使用者の利便性を考慮するのであれば、減免申請書についても今後、ファッ
クスによる提出を認めるよう取り扱いを整理することが望ましい。

県土整備部 措置済  減免申請書についてもファックスによる申請
を認めることとし、平成31年２月18日に関係広
域振興局土木部長等へ通知した。

24 ■収入調定の集約化について【港湾施設使用料】
　港湾施設使用料収入の調定にあたり、使用許可日から調定日までにタイムラグ
が生じている場合や、複数の使用許可をまとめて調定票を起票している場合があ
る。
　事務手続の効率化を図る上で複数の使用許可をまとめて調定を行うのであれ
ば、事務手続上の誤りを少なくするためにも、作業スケジュールを明確にした形
での調定の集約化を検討することが望ましい。

県土整備部 措置済 　複数の使用許可をまとめて調定を行う際に
は、期間を定めて集約し、適切に事務が処理さ
れるよう、関係広域振興局土木部長等へ周知し
た。

25 ■電子申請の促進について【港湾施設使用料】
　国土交通省及び海上保安庁では、港湾諸手続を電子申請するための港湾EDIシ
ステムを平成11年から運用しており、岩手県の重要港湾についても現在、港湾
EDIシステムによる電子申請が可能な環境としているものの、電子申請の利用実
績が少ない状況がある。
　電子申請は事務処理の効率化や紙の使用量の削減に資することから今後、電子
申請のネックとなっている事項の解消を図り、港湾EDIシステムの利用を促すよ
う継続的に検討していくことが望ましい。

県土整備部 措置済 　港湾関係者（船舶代理店等）への当該システ
ムのＰＲを継続して行っており、現在、船舶代
理店が利用を検討している状況にあることか
ら、引き続き、システム利用促進に向けたＰＲ
をに行っていく。
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26 ■工事着手届の適時な入手について【道路占用料】
　道路占用許可に関して、既に占用工事に着手されているにも関わらず、工事着
手届が提出されていないものがあった。
　工事着手届の提出の徹底を図る上では、占用許可の内容に応じて工事着手届の
提出を求める必要が無い場合を整理し、規則等に明確にすることにより、一層実
効性のある手続とすることが必要である。

県土整備部 措置済 　意見の内容を踏まえ、国土交通省東北地方整
備局の取扱い等を参考にして、工事着手届を提
出する場合を明確にし、各広域振興局土木部長
及び土木センター所長あて通知した。

27 ■申請書類等の適切な保管について【道路占用料】
　県は占用許可の案件ごとに道路占用許可申請書、添付書類、起案文書等をとり
まとめて管理保管しているが、所在不明となっているものがあった。
　県が適切な許可手続を遂行したことを明確にするためにも、関連文書の所在が
不明となることのないよう適切な保管の徹底が必要である。

県土整備部 措置済 　意見の内容を踏まえ、適切に事務が処理され
るよう、各広域振興局土木部長及び土木セン
ター所長あて周知した。

28 ■各種書類の記載について【建築確認等手数料】
　建築確認にあたって、検査調書類が鉛筆書きで作成されていた。
　書類の改ざんを防止するなどの意味からもボールペン等で作成することが望ま
しい。

県土整備部 措置済 　適切に事務が処理されるよう、各広域振興局
土木部長及び土木センター所長あて周知した。

29 ■完了検査（中間検査対象外）手数料チェックリストの記入について【建築確
認等手数料】
　完了検査（中間検査対象外）手数料チェックリストの「課長等」、「担当者」
欄に名前でなくチェックマークを記入しているものが散見された。また検査調書
については、「立会人」、「調査員」を記入する欄があるが、それが未記入と
なっている事案が散見された。
　各種書類は、適切な手続を遂行したことを事後的に検証可能とするためにも、
作成者、確認者がわかるよう作成することが望ましい。

県土整備部 措置済 　適切に事務が処理されるよう、各広域振興局
土木部長及び土木センター所長あて周知した。

30 ■完了検査申請書・確認申請書（建築物）のチェックについて【建築確認等手
数料】
　申請内容について個別にチェックしている事案と、チェックした痕跡が全く残
されていないものが見受けられた。
　申請内容のチェックについては、チェックしたことが後からでもわかるよう、
証跡を残しておくことが望ましい。

県土整備部 措置済 　意見の内容を踏まえ、適切に事務が処理され
るよう、各広域振興局土木部長及び土木セン
ター所長あて周知した。

31 ■チェックシートの記載について【屋外広告物許可等手数料】
　屋外広告物の申請に対して許可基準チェックシートを用いて許可申請対象に該
当するかどうか、許可申請対象の場合は加重規制区域外かどうかのチェックを
行っているが、チェック日付、チェック者、申請者との関係を記入する欄が設け
られているにもかかわず、その欄への記入がなされていない。
　誰がいつチェックして、そのことを別の誰が確認したのかなど、チェックを
行った証跡を残しておくことが望ましい。

県土整備部 措置済 　意見の内容を踏まえ、適切に事務が処理され
るよう、各広域振興局土木部長及び土木セン
ター所長あて通知した。

32 ■不動産使用に係る減免許可の根拠条文について【売店等使用料】
　減免の許可にあたり、それを必要と認めた根拠が不動産使用許可指令書に明確
に記載されていないものが存在した。
　病院側で減免の必要性を認めると判断した個々の根拠条項は行政財産使用料条
例第3条各号であり、それが明確にわかるような記載とする必要がある。

医療局 措置済 　意見の内容を踏まえ、各病院長及び診療セン
ター長あて不動産使用料の減免に係る根拠条文
を記載のうえ申請者に交付するよう通知した。

33 ■収入証紙の管理について【安全運転管理者等講習受講手数料】
　安全運転管理者講習に関して、受託者が受講者から徴収した受講料を受講届に
貼付して県に届け、県で収入証紙の消印を行う。受講届の受領の際に受渡証等を
取り交わしたり、その都度、管理台帳等に受領日付、受領部数を記録すること
は、特段行われていない。
　消印前の収入証紙には換金価値があるため、その管理は本来金銭と同様に厳重
にすべきものと考えられる。証紙が貼付された受講届を日をまたいで受託者が保
管せざるを得ない状況が発生しており、紛失や盗難のリスクを低減させるために
は、受講届の受渡しの都度、受渡証等の書面の取り交わし、あるいは受領日、受
領部数を記録して日々の管理を行うなど工夫が必要である。

警察本部 措置済 　平成29年12月から安全運転管理者等講習受講
届引継簿を作成し、受講届の受渡しの都度、受
講者数、受領日、提出者、受領者を記録し管理
を徹底している。

34 ■収入証紙の管理帳票の不整合について【道路使用許可手数料】
　使用許可に関して道路使用許可台帳を備え、申請件数と証紙収納額の合計額を
集計し、月次の証紙収納額として警察本部会計課に報告している。また申請手数
料として収納し、消印した収入証紙の日々の収納状況の記録等に関して、道路使
用許可申請県確認一覧表という管理帳票を作成、記録している。
　しかし当該一覧表の記録には、収入証紙の日次の管理帳票としては誤りが多
く、道路使用許可台帳との整合性を確認する上で作成の効果が乏しい。記入すべ
き項目、作成方法、更新頻度、記入内容のチェック方法などを見直すことが必要
である。

警察本部 措置済 　道路使用許可申請県証紙確認一覧表につい
て、記入項目の整理、代決可能な交番所・駐在
所の取扱い記入欄も設け様式の変更を行った。
日次のチェックについては、申請書及び台帳と
の突合を行うほか、その確認は担当者のほか主
任又は係長等の複数人で行っており、管理の実
効性を担保するように見直しを図った。

35 ■手数料の改定検討について【パーキング・チケット発給手数料】
　パーキング・チケット発給手数料の単価200円は、平成12年4月1日に改定され
たものである。平成28年度に実施した手数料の改定検討によると、1件あたり所
要経費が現行の手数料単価200円を下回ることから、改定せず据置としている。
しかしこの改定検討においては、直近の現状や実態を反映していない点があっ
た。
　複数の想定条件から、手数料単価を検討していくことが必要と考えられる。

警察本部 措置済 　手数料単価設定に関する積算については、全
ての所要経費を反映させるため、従来からの人
件費のみの積算から、人件費を含めた委託費で
積算することとした。また、１件当たりの所要
経費を算出する上で年間の総処理件数が必要と
なるが、算出時点において、当然、当該年の処
理件数を計上することはできないこと、各年度
で処理件数に増減があることを考慮すれば、直
近の処理件数との誤差を最小とするため５年間
分の処理件数の平均を取ることとした。
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